
























平成２９年度　横浜市中スポーツセンター 様式９

１　総括表

(１)収入 （千円、税込み）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合計 備考

49,400 48,900

80,799 81,271 0 0 0

利用料金収入 25,173 26,045

利用料金収入（駐車場） 5,327 5,483

スポーツ教室等事業収入 43,380 42,251

文化系教室収入 1,223 1,751

託児事業収入 97 100

広告業務収入 90 100

その他(自主事業還元収入) 5,509 5,541

9,765 9,804 0 0 0

スポーツ教室等事業（時間外） 3,727 4,090

飲食事業 0 0

物販事業 3,951 3,620

利用料金収入（時間外） 1,486 1,493

利用料金収入（駐車場）（時間外） 355 355

その他 246 246

90,564 91,075 0 0 0

（千円、税込み）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合計 備考

130,199 130,171 0 0 0

人件費 45,555 45,555

修繕費 3,240 3,240

設備管理費・保安警備費 6,992 6,993

備品購入費・消耗品費 7,442 7,485

外構・植栽管理費・廃棄物処理費 469 471

広報費・印刷製本費 4,320 3,996

光熱水費・燃料費 11,982 11,982

保険料 2,629 2,683

使用料・賃借料 8,079 8,079

委託料・謝金 33,544 33,740

公租公課 4,652 4,652

旅費 75 75

会議賄い費 0 0

通信運搬費 412 412

支払手数料 592 592

会費及び負担金 216 216

事務経費本部分 0 0

その他 0 0

4,256 4,263 0 0 0

スポーツ教室等事業（時間外） 521 524

飲食事業 0 0

物販事業 1,776 1780

その他 1,959 1959

134,455 134,434 0 0 0

項
　
目

合計（④＋⑤）

③自主事業による収入

④維持管理運営費用　　　（Ｂ）

項
　
目

合計（②＋③）

(2) 支出

項　　　　目

項
　
目

収支予算書

項　　　　目

②施設運営収入　　　　　（Ａ）

項
目

①指定管理料

⑤自主事業による経費



平成２９年度　横浜市中スポーツセンター 様式10

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円、税込み）

81,271

26,045

項
　
　
　
　
目

第１体育室（団体）

Ａ区分696コマ×90.6%(団体稼働率)×@2,000×98.6%(実収入率)　（1,243千円）
Ｂ区分696コマ×83.6.%×@2,000×93.5%　（1,088千円）
Ｃ区分696コマ×84.9%×@2,000×95.3%　（1,126千円）
Ｄ区分696コマ×80.4%×@1,500×95.2%　（799千円）
Ｅ区分692コマ×80.6%×@2,000×90.6%　（1010千円）
Ｆ区分692コマ×95.9%×@2,500×98.4%　（1,632千円）

6,898

第２体育室（団体）

Ａ区分348コマ×29.6%(団体稼働率)×@2,000×87.4%(実収入率)　（180千円）
Ｂ区分348コマ×39.7%×@2,000×88.8%　（245千円）
Ｃ区分348コマ×21.6%×@2,000×88.3%　（132千円）
Ｄ区分348コマ×20.7%×@1,500×88.2%　（　95千円）
Ｅ区分346コマ×20.0%×@2,000×88.1%　（121千円）
Ｆ区分346コマ×20.2%×@2,500×90.1%　（157千円）

930

第３体育室（団体）

Ａ区分348コマ×90.2%(団体稼働率)×@1,000×98.7%(実収入率)　（308千円）
Ｂ区分348コマ×95.2%×@1,000×98.4%　（325千円）
Ｃ区分348コマ×95.4%×@1,000×98.5%　（327千円）
Ｄ区分348コマ×76.7%×@1,000×98.7%　（263千円）
Ｅ区分346コマ×84.1%×@1,000×99.1%　（288千円）
Ｆ区分346コマ×70.8%×@1,000×99.8.%　（244千円）

1,755

研修室（団体）

Ａ区分348コマ×80.0%(団体稼働率)×@700×94.8%(実収入率)　（184千円）
Ｂ区分348コマ×90.1%×@700×92.6%　（203千円）
Ｃ区分348コマ×75.5%×@700×92.5%　（170千円）
Ｄ区分348コマ×73.9%×@700×95.9%　（172千円）
Ｅ区分346コマ×70.4%×@700×95.1%　（162千円）
Ｆ区分346コマ×70.0%×@700×98.4%　（166千円）

1,057

体育室（個人） 体育室個人利用収入 （卓球・バドミントン・その他） 1,823

トレーニング室（個人） 12,311

付帯設備利用料金 放送設備、照明設備、レンタルロッカー等 1,271

駐車料金 5,483

参加料 42,251

参加料 1,751

参加料 100

広告設置料 100

自主事業利益の充当額 5,541

※　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

利用料金収入（駐車場）

その他

スポーツ教室等事業収入

広告業務収入

２　指定管理・収入の部

利用料金収入

合計　　　　　　　　　　　　　（Ａ）

文化系教室収入

託児事業収入
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積　算　内　訳
合計金額

（千円、税込み）

130,171

修繕費 3,240

設備管理費 建築設備・電気工作物保守・消防設備保守点検等 6,021

保安警備費 機械警備及び夜間巡回警備 972

備品購入費 運動器具購入 3,240

消耗品費 4,245

外構・植栽管理費 樹木刈込・除草・薬剤散布・施肥等 303

廃棄物処理費 廃棄物処理 168

広報費 地域ミニコミ誌広告・新聞折込広告等 2,160

印刷製本費 施設リーフレット印刷 1,836

光熱水費 11,975

燃料費 7

保険料 2,683

使用料・賃借料 8,079

委託料 12,426

謝金 スポーツ・文化教室、託児等の指導者謝金 21,314

公租公課費 4,652

会議賄い費 0

通信運搬費 電話代・回線料、郵便代他 412

支払手数料 集配金サービス・Suica・教室ネット決済手数料及び銀行振込手数料　他 592

会費及び負担金 216

旅費 75

事務経費本部分 0

その他 0

収支予算書

３　指定管理・支出の部

合計　　　　　　　　　　　　　（Ｂ）

項
　
　
　
　
目

人件費

・常勤職員報酬（報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退
職給付費）
　統括責任者　１名
　管理運営責任者（副責任者）　１名
　管理担当者　１名
　運営担当者　１名
　事業担当者　１名
・非常勤職員給与（賃金）

45,555
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内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円、税込み）

9,804

スポーツ教室等事業（時間
外）

教室参加料 4,090

飲食事業 0

物販事業

・自動販売機（6台）
・レンタル事業（445千円）
卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、体
育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ、コピー機使用代　他
・物品販売（1,060千円）
バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽
球・スペア、タオル　他

3,620

利用料金収入（時間外） 貸館収入（777千円)、個人利用収入（716千円) 1,493

利用料金収入（駐車場）（時間
外）

駐車料金 355

その他 地域団体からの依頼による派遣指導に伴う収入 246

※　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

項
　
　
　
　
目

４　自主事業・収入の部

合計
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内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円、税込み）

4,263

スポーツ教室等事業（時間
外）

講師謝金、保険料、施設利用料 524

飲食事業 0

物販事業
・自動販売機：目的外使用料、電気代
・レンタル購入費
・物品販売仕入れ代、目的外使用料

1,780

その他

・指定管理時間外利用に関わる経費（サポートスタッフ・ト
レーニング室スタッフ賃金、光熱水費）
・駐車場経費
・派遣業務経費

1,959

※　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

項
　
　
　
　
目

収支予算書

５　自主事業・支出の部

合計



１　収支予算書・報告書作成のポイント
（１）コスト計算対象の収入と対象外の収入はわかるように必ず分ける
　ア　コスト計算対象の収入
　　　→利用者が施設を利用する際に直接支払う費用
　　　　・利用料収入
　　　　・教室収入
　　　　・託児事業収入
　イ　コスト計算対象外の収入
　　　→利用者が施設を利用する際に直接支払うものでないもの
　　　　・駐車場事業収入
　　　　・広告事業収入
　　　　・その他収入
　　　　・自主事業収入
　　　　※駐車場収入は、立地や近隣とのバランスによる設定も必要な性質のもので、
　　　　　利用者負担割合を検証して決めることは難しく、財政局でも「駐車場のあるべき
　　　　　利用者負担割合」は設定していないためコスト計算の対象外とする
（２）コスト計算対象の支出と対象外の支出はわかるように必ず分ける
　　ア　コスト計算対象外の支出
　　　　・駐車場事業に係る支出
　　　　・広告事業に係る支出
　　　　・自主事業に係る支出


